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Tax Analysis 
 

OECD による「第 1 の柱−利益 A：
適用対象の範囲に関するモデルルール
ドラフト」及び「第 1 の柱−利益 A：
採掘業の除外」の公布 
  
OECD は 2022 年 2 月 18日に「第 1の柱−利益 A：課税標準の確定に関するモデル
ルールドラフト」に関するパブリックコンサルテーション文書を公布し、続いて 2022 年 4 月 4
日と 4 月 14 日に「第 1 の柱−利益 A：適用対象の範囲に関するモデルルールドラフト」
及び「第 1の柱−利益 A：採掘業の除外」に関するパブリックコンサルテーション文書（以
下、「ドラフト」）を公布した。上述の 2 つのドラフトは第 1 の柱における利益 A のモデルル
ールに関する 3つ目と 4つ目の構成要素（building block）であり、利益 Aの適用対象
となるグループの判定、及び利益 A の適用対象となる採掘活動の収益・利益の判定に関
するルールの提供を目的とするものである。この 2 つの構成要素が密接に関係しているた
め、本 Tax Analysisでは合わせて分析を行う。 
 
1. ドラフトの主要内容 
 
ドラフトの内容は利益 A のモデルルールの「タイトル 2：適用対象の範囲」と「タイトル 9：
定義」に組み込まれる予定である。モデルルールの条文に多くの脚注が含まれており、それら
は、条文における用語を説明する役割を持つと同時に、利益 A のモデルルールのコメンタリ
ー（Commentary）において検討する予定である内容を開示する役割も持っている。 
 
タイトル 2 は対象グループ（Covered Groups）に適用される利益 A の一般ルールを提
供するものであり、3 つの付則（Schedule）（「付則 E：対象セグメント」、「付則 F：
採掘業の収益・利益の除外」、「付則 G：規制された金融サービス業の収益・利益の除
外」）を含む。OECD は今回、「付則 F：採掘業の収益・利益の除外」に関するパブリッ
クコンサルテーション文書を公布した。 
 
1.1. 対象グループ 
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（Fragmented Group）（特に、内部フラグメンテーション3（Internal Fragmentation）によって形成された細分化グループを指す）の
最終親会社が、適用対象外事業体、投資ファンドまたは不動産投資ビークルによって直接的または間接的に支配持分を保有され、且つ

                                                
1「期間」とは、グループの最終親会社が連結財務諸表を作成する際の報告期間である。 
2 グローバル連結売上高に関する閾値が 100億ユーロに引き下げられるかどうかは、利益 Aルールによる租税の確実性の確保を含めて、利益 Aルールの導
入が順調であるかどうかによって決まる。関連するレビューは、利益 A ルールの導入に関する合意の発効から 7 年以内に実施され、且つ一年以内に完成す
る予定である。 
3 「内部フラグメンテーション」（Internal Fragmentation）とは、[期日]（DATE）にまたはその期日以降にグループ内の 1 つまたは複数の事業体に適用
される、下記の状況に当てはまる取決め、取引または一連の取引を指す。取決め、取引または一連の取引の実施前、当該グループの UPEは、適用対象
外事業体、投資ファンドまたは不動産投資ビークルによって直接的または間接的に支配持分を保有される。取決め、取引または一連の取引に基づき、当

 
1.1.1「グローバル収益テスト」と「利益率テスト」 
 
「第 1の柱−利益 A：適用対象の範囲に関するモデルルールドラフト」において、あるグルー
プが一つの期間1（Period）において、「グローバル収益テスト（the global revenue 
test）」と「利益率テスト（the profitability test）」を同時に充足する場合、利益 Aの適
用対象である対象グループとなることが定められた。 
 

• 「グローバル収益テスト」：当年度におけるグループの総収益が 200億ユーロ2以上 
• 「利益率テスト」：以下の期間において、グループの税引前利益率が 10%以上 

i）当年度の税引前利益率（「当年度テスト（Period test）」） 
ii）直前過去 4 年度のうち 2 年度以上の税引前利益率（「前期間テスト
（Prior period test）」） 
iii）当年度及び直前過去 4 年度の 5 年加重平均税引前利益率（「平均テ
スト（Average test）」） 

 
当年度或いは直前過去 3 年度のいずれかの年度に合併または分割が発生したグループに
ついて、前期間テストと平均テストを行う際に、実際の状況に基づき、関連するグループの
範囲を調整しなければならない。 
 
上述したテストの対象である総収益は、適格会計基準（IFRS及び同等性を有する会計
基準）に基づき作成された連結財務諸表上の収益に対して、一定の調整を行った金額
であり、その調整の 1 つとして、適用対象外事業体（政府事業体・国際機関・非営利団
体・年金ファンド・最終親会社（UPE）の定義に適合する投資ファンド及び不動産投資
ビークルなどを含む）からの収益の除外が挙げられる。また、グループに合弁企業（Joint 
Venture）が存在する場合、合弁企業から受ける利益（損失）の配分比率に基づき、
グループの連結財務諸表上の収益を調整しなければならない。 
 
1.1.2 採掘業と規制された金融サービス業の除外 
 
グループが「グローバル収益テスト」と「利益率テスト」を充足し、且つ採掘業或いは規制され
た金融サービス業に従事する場合、付則 F の採掘業除外ルール或いは付則 G の規制さ
れた金融サービス業除外ルールに基づき、関連する除外調整を行った上で、改めて「グロー
バル収益テスト」と「利益率テスト」を行わなければならない。除外調整後に「グローバル収
益テスト」と「利益率テスト」を充足する場合、当該グループは利益 A の対象グループとな
り、利益 Aの一般ルール及び付則 F又は付則 Gの規定を適用する。 
 
1.1.3 細分化防止ルール（Anti-fragmentation Rules） 
 
利益 A の適用回避を目的として行われる作為的なグループ細分化に対抗するため、ドラフ
トにおいて濫用防止ルールが設けられている。細分化グループ 
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当該細分化グループの当年度の総収益が 200 億ユーロ以下である場合、以下の条件を満たせば、当該細分化グループは「グローバル収
益テスト」を充足するとみなされる。 
 

• 当該グループは「利益率テスト」を充足している。 
• 当該グループと、同一の内部細分化により形成された他の細分化グループとの当期総収益の合計が 200億ユーロを上回った。 
• 関連するすべての事実と状況に基づき、「グローバル収益テスト」を充足しないようにすることが、内部フラグメンテーションの主な目的
の 1つであると合理的に結論づけることができる。 

 
1.1.4 開示セグメント（Disclosed Segment） 
 
ドラフトには、「適用対象の範囲」ルールの例外規定も組み込まれている。即ち、グループ全体としてグローバル収益テストを充足するが利益
率テストを充足しない場合において、グループの連結財務諸表で開示されたセグメント（「開示セグメント（Disclosed Segment）」）が
グローバル収益テストと利益率テストの両方を充足すれば、当該開示セグメントは利益 A の適用対象とみなされる。関連する詳細ルールは、
付則 E（対象セグメント）として、後日公表される予定である。 
 
1.2. 採掘業の除外ルール 
 
1.2.1 七つのステップ 
 
「第 1 の柱−利益 A：採掘業の除外」（付則 F）は上記の一般ルールの枠組みの中で、利益 A の適用対象の判定及び採掘業の収
益・利益の除外について、以下の 7 つのステップを定めている。ステップ 2 とステップ 3 は採掘業を対象とするルールであり、残りのステップは
利益 Aの一般ルールである。今回の「採取業の除外」に関するパブリックコンサルテーションは、ステップ 2 とステップ 3を重点的なテーマとして
行われた。 
 

ステップ 1：利益 A の適用範囲に関する一般ルールに基づき、グループは、「開示セグメント事業」について「グローバル収益テスト」及
び「利益率テスト」を実施し、充足している場合、ステップ 2に進む。 
  
ステップ 2：対象活動（即ち、非採掘活動）の「収益テスト」を実施し、充足している場合、ステップ 3に進む。 
  
ステップ 3：対象活動（即ち、非採掘活動）の「利益率テスト」を実施し、充足している場合、ステップ 4に進む。 
  
ステップ 4：ネクサス及び収益源泉地の判定に関するルールに基づき、ある課税管轄地からの対象収益がネクサス判定の閾値に達
するか否かをテストし、閾値に達する課税管轄地は、利益 A の配分に参加することができる。ネクサステストにおいて、採掘業からの収
益は考慮されない。 
  
ステップ 5：ある期間について、利益 A の配分に関する一般ルールに基づき、各課税管轄地に配分すべき課税利益を算定し、利益
配分を行う。その際、マーケティング及び販売活動の利益についてのセーフハーバーを適用する目的では、採掘業からの利益は考慮され
ない。 
  
ステップ 6：二重課税排除メカニズムを適用する。上記のステップを経て、採掘業からの除外可能な利益も、二重課税排除メカニズ
ムの対象から除外される。 
  
ステップ 7：徴収・管理と報告のために必要な書類を準備する。 

 
1.2.2 ステップ 2とステップ 3の具体的なルール 
 
（i） 採掘活動収益の除外に関する具体的なルール（ステップ 2：対象活動の「収益テスト」） 
 
ステップ 2 では、採掘業に従事するグループの対象活動に対して収益テストを実施する際の「採掘活動」収益の除外に関するルールが定め
られた。即ち、当該グループの連結収益から「採掘活動」の第三者収益を除外した後、残りの対象活動の収益が 200億ユーロの閾値を上
回っていれば、収益テストを充足し、ステップ 3の利益率テストに進む。 
  

                                                                                                                                                                     
該グループは 2 つ以上のグループに分割され、分割後の各グループ（「細分化グループ」）の UPEは、同じ適用対象外事業体、投資ファンドまたは不動産
投資ビークルによって直接的または間接的に支配持分を保有される。 
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ステップ 2では、除外の対象となる「採掘活動」（Extractive Activities）をより適切に判定するために、「採掘活動」の判定要件について
定められた。即ち、製品テスト（即ち、採掘製品の販売）と活動テスト（即ち、探査、開発、採掘）を同時に充足する活動は、「採掘活
動」と判定され、グループが採掘製品（Extractive Products）の探査、開発或いは採掘を行い、当該製品の販売により第三者から収
益を得る場合、「採掘活動」に従事していると判定される。そのため、採掘に関する活動を行わずに採掘製品の貿易のみを行い、或いは採
掘製品の保有を行わずに採掘製品の採掘などのサービスのみを提供する場合、「採掘活動」に従事しているとみなされず、関連する収益は
除外できない。 
  
ドラフトにおいて、除外対象である「採掘活動」の収益に該当するか否かの判定に用いられる「採掘活動」、「採掘製品」、「適格加工」
（Qualifying Processing）、「境界点」（Delineation Point）などの用語が説明された。「境界点」とは、除外対象と除外対象ではな
い活動との境界であり、「境界点」の後で発生する収益は、「採掘活動」の収益とみなされず、除外できない。ドラフトによると、「境界点」は
複数のテスト（グループの生産した採掘製品の独立第三者向け販売；採掘製品を採掘国/課税管轄地から他の国/課税管轄地に移転
するグループ内取引；採掘製品の価格設定に用いられる「国際的に認められる参照価格」が存在し、且つ当該採掘製品が「国際的に認
められる参照価格」によって確立された仕様に適合する；など）のいずれかを充足した時点のうち、もっとも早い時点である。ステップ 3 にお
いて、除外収益（「excluded revenue」）及び除外収益対総収益比率の確定上、「境界点」は非常に重要である。 
 
（ii）採掘活動利益の除外に関する具体的なルール（ステップ 3：対象活動の「利益率テスト」） 
 
ステップ 3 では、「採掘活動」利益の除外に関するルールが定められた。「採掘活動」の利益を除外した後、残りの対象利益率が 10%以
上（複数の期間についてこの要件を満たす必要がある）である場合、利益率テストを充足する。 
  
ステップ 3では、「開示事業セグメントアプローチ」（Disclosed Operating Segment Approach）を用いて、或いは事業セグメント別のコ
スト配分と利益率計算を正確に実施できない場合や「開示事業セグメントアプローチ」の適用要件を充足しない場合に「事業体別アプロー
チ」（Entity-level Approach）を用いて、対象利益を確定する必要がある。 
 
「開示事業セグメントアプローチ」では、除外収益の比率と対象収益の金額という 2 つの基準に基づき、「量的優勢テスト」
（「Predominance Test」）を通じて事業セグメントの除外判定を行う。以下の 3つの状況が考えられる。 
 

a. 対象収益の比率が≥75%~85%の場合、事業セグメント全体が利益 Aの適用対象となる。 
b. 除外収益の比率が<75%~85%、及び/或いは対象収益が 10 億ユーロを超えるが対象収益の比率が<75%~85%の場合（い
わゆる「混合セグメント（mixed segment）」）、事業セグメントが利益 A の適用対象となるが、事業セグメント全体の利益率
を対象利益率とすべきではなく、さらなる作業を通じて対象利益率を確定する必要がある。 

c. 除外収益の比率が≥75%~85%且つ対象収益が 10億ユーロ以下の場合、当該事業セグメント全体を除外する。 
 
上述の除外収益の比率レンジ（75%~85%）と対象収益の閾値（10 億ユーロ）は参考用のものであり、ファイナライズされた数値ではな
い。 
  
事業セグメント全体が除外された場合、次のステップに進む必要がない。その他の 2 つの状況について、ドラフトでは対象収益と除外収益
の確定方法、及び各種収益の間の原価・費用の配分ルールが提供されており、それによって、対象利益を確定できる。対象利益率を計算
する際、調整済み4対象連結利益を分⼦とし、対象連結収益を分⺟として対象利益率を計算する。 
  
「事業体別アプローチ」を適用する場合、グループの各事業体に対して、「境界点」を通じて当該事業体の除外収益を確定する際、「量的
優勢テスト」を実施する。「事業体別アプローチ」では、「量的優勢テスト」を通じて、除外収益の比率と対象収益の金額という 2つの基準に
基づき、事業体を適用対象外事業体と対象事業体に分けることができる。「事業体別アプローチ」における対象利益率の計算は、「開示
事業セグメントアプローチ」のそれと類似しているが、差異として、グループの「開示事業セグメント」に基づき対象利益を計算するのではなく、
すべての対象事業体を一つの特殊セグメントとみなした上で、一定のルールに基づき対象利益を計算する。利益率テストを行う際、対象外
事業体の収益と利益は直接除外される。対象事業体について、さらなる作業を通じてその対象収益、及び対応する対象利益を確定する
必要がある。 
 
2. ブループリント報告書との比較 
 
2020年 10月に公布されたブループリント報告書において、第 1の柱における利益 A の適用範囲に該当するか否かは、活動テストと収益
の閾値テストを通じて判定すると定められた。そのうち、活動テストでは、自動化されたデジタルサービス（ADS：Automated Digital 
Services）と消費者向けビジネス（CFB：Consumer-facing Business）を含めて、業種を識別し区分する必要があり、収益の閾値
テストでは、「グローバル収益テスト」と「最小限国外源泉対象収益テスト」の 2 つの閾値が設けられた。また、ブループリント報告書は、新し
                                                
4 利益 Aの課税標準計算ルールに基づき利益を調整することを指す。 
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い課税権の適用範囲から除外される事業として、消費者向け金融サービス（銀行・保険・資産管理を含む）、建設、居住用不動産の
販売・賃貸、国際航空、海運、採掘、自然資源及びコモディティ取引が提案された。一方、自然資源を製品の原料とする事業（宝飾品
やチョコレートなど）はそれらに含まれていない。 
  
2021 年 10 月に公布された OECD/G20 税源浸食と利益移転（BEPS）包括的枠組みの声明（以下「包括的枠組みの声明」）お
ける「第 1 の柱における利益 A ルールの適用対象となるか否かを判定する方法」は既に抜本的な変化を遂げており、自動化されたデジタ
ルサービスや消費者向けビジネスを含めて、業種を識別し区分する必要がなくなり、多国籍企業のグローバル連結売上高と利益率が判定
基準となった。これにより、利益 Aの適用対象は、特定の業種ではなく、利益率の高い巨大多国籍企業グループに絞られ、採掘業と規制
された金融サービス業のみ適用対象外となることが定められた。 
 
ドラフトでは、「グローバル収益テスト」と「利益率テスト」の計算方法、及び各関連用語の定義について詳しく定められ、一般ルールと採掘業
除外ルール、金融業除外ルールとの相互関係がルール設計に反映され、細分化防止ルールが設けられた。採掘業の収益・利益の除外につ
いて、「採掘活動」の定義が明確に定められた。即ち、「製品テスト」と「活動テスト」の両方を充足する活動のみ、「採掘活動」に該当する。
また、除外収益の計算方法について、詳しいガイドラインが提供された。 
 
3. デロイトの考察 
 
2020 年 10 月のブループリント報告書から 2021 年 10月の包括的枠組みの声明、そして 2022 年に順次公布された第 1 の柱のモデル
ルールドラフトのパブリックコンサルテーション文書まで、利益 Aの適用範囲に関するルールが明確になりつつある。利益率の高い巨大多国籍
企業グループ（特に、採掘業と規制された金融サービス業に関わるグループ）は、モデルルールの細則を参照して、除外ルールの適用可能
性、及び「グローバル収益テスト」と「利益率テスト」を充足する可能性を評価し、当期及び将来年度において利益 A の適用対象になる可
能性を早期に評価することが推奨される。 
  
モデルルールの設計方針から分かるように、OECD は実務における事業スキームの複雑性を踏まえた上で、合理的ルールの策定、実務細則
の明確化、企業コンプライアンスコストの削減、及び税務機関による徴収管理の難易度の間のバランスを追求している。現状、ドラフトにお
いて、「利益率テスト」の前期間テストと平均テストは閾値テスト目的の運用（閾値に達すると、その後の期間は適用対象外となる）に留
まるか否か、細分化防止ルールの具体的な適用範囲と条件、「境界点」の様々な適用シーンと適用細則など、追って検討と明確化が待た
れる内容が少なからず存在する。それらの内容について、今後 OECDによる明確化が期待される。 
  
第 1 の柱の導入スケジュールを予定通りに進めるには、数多くのチャレンジに直面する可能性があるが、ここ数か月の OECD の作業進捗か
ら見て、利益 A のモデルルールの各構成要素に関するパブリックコンサルテーション文書の公布がつつがなく進められている。関係企業は関
連動向に留意し、必要がある場合は速やかに行動を起こし、適切な評価を行い、新しい国際税制とグローバル租税徴収監督管理体制の
整備に関する要求に積極的に対応し、グローバルバリューチェーンとリスク配分を調整することで、リスクの管理・制御する能力を高めることが
推奨される。デロイトは引き続き利益 A のモデルルールに関するその他の構成要素に注目し、関連する分析と考察をご提供する。 
  
  
デロイトは「Global Tax System Reshaping 2.0 Series」を通じて、グローバル税制の重大な変革に関する最新情報、及び多国籍企業
への潜在的な影響に関する分析を提供しております。より詳しい情報をご希望の場合には、お気軽にご連絡ください。 
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